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(57)【要約】
【課題】　従来と同等の防音性能を維持しつつ、現場で
の設置作業を簡易にしてコスト低減を図り得るコンパク
トな電気機器用防音装置を提供する。
【解決手段】　コンクリート基礎２２上に載置されるベ
ース２３が取付けられた底板部２４と、その底板部２４
の周縁部から起立するように一体的に設けられた壁板部
２５とを備え、電気機器２６のハウジング２７を壁板部
２５の内側に収容すると共に防振部材３７を介して底板
部２４上に固定し、電気機器２６のハウジング２７の開
口部を蓋板部２８で閉塞すると共に、その蓋板部２８を
壁板部２５の開口部に覆い被せた構造を具備する。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基礎上に載置されるベースが取付けられた底板部と、前記底板部の周縁部から起立する
ように一体的に設けられた壁板部とを備え、電気機器のハウジングを前記壁板部の内側に
収容すると共に防振部材を介して底板部上に固定し、前記電気機器のハウジングの開口部
を蓋板部で閉塞すると共に、前記蓋板部を壁板部の開口部に覆い被せたことを特徴とする
電気機器用防音装置。
【請求項２】
　前記蓋板部は、その周縁部を屈曲させて壁板部の外周面に沿って延在するフランジ部を
有し、前記フランジ部の内周面と前記壁板部の外周面との間に隙間を設けると共に、前記
壁板部の外周面のフランジ部対向部位に防振部材を配設した請求項１に記載の電気機器用
防音装置。
【請求項３】
　前記電気機器は、ハウジングの内周に空間を介して区画壁部を備え、前記区画壁部の内
部に構成要素を収容した請求項１又は２に記載の電気機器用防音装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、コンデンサ、変圧器やリアクトル等の電気機器において、その電気
機器が発する振動等に起因する騒音を低減する電気機器用防音装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、電気機器の一つであるコンデンサにおいては、交流電圧印加によって素子内部
振動が発生し、この振動に起因して騒音が発生する。この種の電気機器１は、図４に示す
ように、電気機器１が発する騒音を低減させるための防音装置３と共に現地のコンクリー
ト基礎２上に設置される（例えば、特許文献１参照）。この電気機器１および防音装置３
の設置作業は以下の手順でもって行われる。
【０００３】
　まず、現地のコンクリート基礎２に電気機器用ベース４を埋設し、その電気機器用ベー
ス４上に防振部材５を介して電気機器１を設置する。このように、コンクリート基礎２と
電気機器１との間に防振部材５を介在させることにより、電気機器１が発する振動がコン
クリート基礎２に伝わらないようにしている。この電気機器１がコンデンサの場合、ハウ
ジング６に収容された構成要素７から発せられる振動の伝搬方向が図中の矢印で示すよう
に横方向となっていることから、電気機器１の四方側面と上面を覆うように防音装置３を
設置する。
【０００４】
　この防音装置３は、電気機器１の四方側面を囲撓する壁板部８と、その壁板部８の上方
開口部を閉塞する天板部９とで構成されている。コンクリート基礎２に防音装置用ベース
１０を埋設し、壁板部８および天板部９を組み立てその壁板部８を防音装置用ベース１０
上に設置して溶接等により固定している。
【０００５】
　なお、壁板部８の内面には吸音材１１が取り付けられている。また、電気機器１のハウ
ジング６の上面に設けられた内部碍子１２と、防音装置３の天板部９に設けられた外部碍
子１３とを電気的に接続することにより、電気機器１の入出力端子を外部に導出した構造
としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－３０８０７３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、前述した従来の電気機器用防音装置３では、電気機器用ベース４および防音
装置用ベース１０をコンクリート基礎２に埋め込む作業、防音装置３の壁板部８を防音装
置用ベース１０に溶接する作業などで非常に手間がかかり、現地での組み立て工数などの
多大なコストがかかるという問題があった。
【０００８】
　また、従来の防音装置３は、電気機器１のハウジング全体を取り囲む構造を採用してい
ることから、電気機器１のハウジング６の内部碍子１２と防音装置３の天板部９の外部碍
子１３とを電気的に接続しなければならず、構成部材の数も多くなるという問題もあった
。
【０００９】
　そこで、本発明は前述した問題点に鑑みて提案されたもので、その目的とするところは
、従来と同等の防音性能を維持しつつ、現地での設置作業を簡易にしてコスト低減を図り
得るコンパクトな電気機器用防音装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前述の目的を達成するための技術的手段として、本発明は、基礎上に載置されるベース
が取付けられた底板部と、その底板部の周縁部から起立するように一体的に設けられた壁
板部とを備え、電気機器のハウジングを壁板部の内側に収容すると共に防振部材を介して
底板部上に固定し、電気機器のハウジングの開口部を蓋板部で閉塞すると共に、その蓋板
部を壁板部の開口部に覆い被せたことを特徴とする。
【００１１】
　本発明では、電気機器のハウジングの開口部を蓋板部で閉塞すると共に、その蓋板部を
壁板部の開口部に覆い被せたことにより、この蓋板部は、従来の防音装置の天板部と電気
機器のハウジングの一部とに兼用された機能を発揮する。これにより、防音装置のコンパ
クト化が図れる。
【００１２】
　また、電気機器のハウジングを壁板部の内側に収容すると共に防振部材を介して底板部
上に固定し、その底板部にベースが取り付けられた構造としていることから、電気機器と
防音装置とのユニット化が可能となり、電気機器を組み込んだ防音装置を基礎上に設置す
るだけで済むため、従来と同等の防音性能を維持しつつ、現地での設置作業の簡易化が図
れる。
【００１３】
　本発明における蓋板部は、その周縁部を屈曲させて壁板部の外周面に沿って延在するフ
ランジ部を有し、そのフランジ部の内周面と壁板部の外周面との間に隙間を設けると共に
、その壁板部の外周面のフランジ部対向部位に防振部材を配設した構造が望ましい。
【００１４】
　このように、蓋板部の周縁部を屈曲させて壁板部の外周面に沿って延在するフランジ部
を設ければ、電気機器を屋外に設置する場合であっても、防音装置の外部から雨水が侵入
しにくい構造とすることができる。また、フランジ部の内周面と壁板部の外周面との間に
隙間を設ければ、蓋板部を組み付けるに際し、壁板部に対する位置決め誤差を吸収するこ
とができる。さらに、その壁板部の外周面のフランジ部対向部位に防振部材を配設すれば
、フランジ部が壁板部に当接した状態となっても、蓋板部から伝わってくる電気機器の振
動を防振部材で吸収し、壁板部および底板部を介して基礎に伝わらないようにすることが
できる。
【００１５】
　本発明における電気機器は、ハウジングの内周に空間を介して区画壁部を備え、その区
画壁部の内部に構成要素を収容した構造が望ましい。
【００１６】
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　このようにすれば、構成要素を区画壁部とハウジングの二重構造で収容することができ
、構成要素で発する振動に起因する騒音は、区画壁部、空間およびハウジングを経て電気
機器の外部に出ることになり、防音性能がより一層向上する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、電気機器のハウジングの開口部を蓋板部で閉塞すると共に、その蓋板
部を壁板部の開口部に覆い被せたことにより、この蓋板部が、従来の防音装置の天板部と
電気機器のハウジングの一部とに兼用された機能を持つことから、防音装置のコンパクト
化が図れる。また、電気機器のハウジングを壁板部の内側に収容すると共に防振部材を介
して底板部上に固定し、その底板部にベースが取り付けられた構造としていることから、
電気機器と防音装置とのユニット化が可能となり、電気機器を組み込んだ防音装置を基礎
上に設置するだけで済むため、現地での設置作業の簡易化が図れる。その結果、従来と同
等の防音性能を維持しつつ、現地での設置作業を簡易にしてコスト低減を図り得るコンパ
クトな電気機器用防音装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態で、電気機器用防音装置を示す断面図である。
【図２】図１のＡ部拡大断面図である。
【図３】（Ａ）は図１の電気機器の内部構造を示す正断面図、（Ｂ）は図１の電気機器の
内部構造を示す平断面図である。
【図４】従来の電気機器用防音装置を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明に係る電気機器用防音装置の実施形態を以下に詳述する。なお、以下の実施形態
では、電気機器としてコンデンサを例示するが、変圧器やリアクトル等の他の電気機器、
つまり、振動等に起因する騒音を低減させる必要がある電気機器に適用可能である。この
電気機器用防音装置は、通常、屋外に設置される。
【００２０】
　この実施形態における電気機器用防音装置２１は、図１に示すように、コンクリート基
礎２２上に載置されるＨ型鋼などのベース２３が取付けられた平面矩形状の底板部２４と
、その底板部２４の周縁部から起立するように一体的に設けられた壁板部２５と、その壁
板部２５の内側に収容された電気機器２６のハウジング２７の上方開口部を閉塞すると共
に壁板部２５の上方開口部に覆い被せられた蓋板部２８とを備えている。
【００２１】
　なお、電気機器２６の周囲四方を囲撓する壁板部２５の内面には吸音材２９が取り付け
られている。また、壁板部２５の外面には、運搬時や設置時に防音装置全体を吊り下げる
ための吊手３０が設けられている。
【００２２】
　蓋板部２８は、電気機器２６のハウジング２７の上方開口部に対してその上方開口部を
隙間なく密封するように閉塞し、図２に示すように、壁板部２５の上方開口部に対してそ
の上方開口部との間に隙間３１を介在させるようにして覆い被せられている。また、蓋板
部２８は、その周縁部を屈曲させて壁板部２５の外周面に沿って延在するフランジ部３２
を有する。そのフランジ部３２の内周面と壁板部２５の外周面との間に隙間３３を設ける
と共に、その壁板部２５の外周面のフランジ部対向部位に防振ゴム等の防振部材３４を全
周に亘って配設している。
【００２３】
　なお、この蓋板部２８には、電気機器２６の入出力端子を外部に導出するための碍子３
５が設けられている。また、蓋板部２８の上面には、運搬時や組付時に蓋板部２８を吊り
下げるための吊手３６が設けられている。
【００２４】
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　壁板部２５の内側に収容された電気機器２６は、そのハウジング２７の底部と底板部２
４との間に配設された防振ゴム等の防振部材３７を介して底板部２４上にボルト３８によ
り締め付け固定される。このように、電気機器２６と底板部２４との間に防振部材３７を
介在させることにより、電気機器２６が発する振動が底板部２４を介してコンクリート基
礎２２に伝わらないようにして騒音の発生を抑制している。なお、ボルト３８についても
防振ゴム等の防振部材４３を介して取り付けられている。
【００２５】
　この電気機器２６がコンデンサの場合、ハウジング２７に収容された構成要素３９から
発せられる振動の伝搬方向が図中の矢印で示すように横方向となっていることから、電気
機器２６の四方側面と上面を覆うように底板部２４に一体に設けられた壁板部２５と蓋板
部２８とで防音装置２１を構成している。
【００２６】
　また、電気機器２６は、図３（Ａ）（Ｂ）に示すように、ハウジング２７の内周に空間
４０を介して区画壁部４１を備え、その区画壁部４１の内部に絶縁油４２を充填した状態
で構成要素３９（コンデンサ要素）を収容した構造を具備している。なお、電気機器２６
は、同図（Ｂ）に示すように区画壁部４１の四方に独立した空間４０を設けた構造以外に
、区画壁部４１の周囲に連続した環状空間を設けた構造であってもよい。
【００２７】
　以上の構成からなる電気機器用防音装置２１では、電気機器２６のハウジング２７の上
方開口部を蓋板部２８で閉塞すると共に、その蓋板部２８を壁板部２５の上方開口部に覆
い被せたことにより、この蓋板部２８が、従来の防音装置３（図４参照）の天板部９と電
気機器１のハウジング６の一部（上部）とに兼用された機能を発揮する。これにより、防
音装置２１のコンパクト化が図れる。また、電気機器２６に蓋板部２８を直接的に取り付
け、その蓋板部２８に碍子３５を設けた構造であることから、従来の防音装置３における
内部碍子１２と外部碍子１３とを電気的に接続する構造（図４参照）が省略できる点で、
部品点数の削減も図れる。
【００２８】
　このように、蓋板部２８が従来の防音装置３（図４参照）の天板部９と電気機器１の一
部とに兼用され、壁板部２５の内側に収容した電気機器２６を底板部２４上に固定し、そ
の底板部２４にベース２３が取り付けられた構造としている。このことから、電気機器２
６と防音装置２１とのユニット化が可能となり、工場で電気機器２６を組み込んだ防音装
置２１を現場に搬入してコンクリート基礎２２上に設置するだけで済むため、従来と同等
の防音性能を維持しつつ、現地での設置作業の簡易化が図れる。
【００２９】
　また、蓋板部２８が、図２に示すように、壁板部２５の上方開口部に対してその上方開
口部との間に隙間３１を介在させた構造となっていることにより、電気機器２６から発せ
られた振動が蓋板部２８から壁板部２５および底板部２４を介してコンクリート基礎２２
に伝わらないようにして騒音の発生を抑制している。また、蓋板部２８の周縁部にフラン
ジ部３２を設けていることから、電気機器２６を屋外に設置する場合であっても、防音装
置２１の外部から雨水が侵入しにくい構造となっている。
【００３０】
　ここで、フランジ部３２の内周面と壁板部２５の外周面との間に隙間３３を設けている
ので、蓋板部２８を組み付けるに際し、壁板部２５に対して水平方向での位置決め誤差を
吸収することができる。さらに、その壁板部２５の外周面のフランジ部対向部位に防振部
材３４を全周に亘って配設していることから、フランジ部３２が壁板部２５に当接した状
態となっても、蓋板部２８から伝わってくる電気機器２６の振動を防振部材３４で吸収し
、壁板部２５および底板部２４を介してコンクリート基礎２２に伝わらないようにして騒
音の発生を抑制している。
【００３１】
　さらに、電気機器２６は、図３（Ａ）（Ｂ）に示すように、絶縁油４２を充填した状態
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で構成要素３９（コンデンサ要素）を収容した区画壁部４１と、その区画壁部４１との間
に空間４０を介在させたハウジング２７との二重構造を具備していることから、構成要素
３９で発せられた振動に起因する騒音は、区画壁部４１、空間４０およびハウジング２７
を経て電気機器２６の外部に出ることになり、電気機器２６の外部に出る騒音をより一層
抑制することが容易になっている。
【００３２】
　本発明は前述した実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない
範囲内において、さらに種々なる形態で実施し得ることは勿論のことであり、本発明の範
囲は、特許請求の範囲によって示され、さらに特許請求の範囲に記載の均等の意味、およ
び範囲内のすべての変更を含む。
【符号の説明】
【００３３】
　２２　基礎（コンクリート基礎）
　２３　ベース
　２４　底板部
　２５　壁板部
　２６　電気機器
　２７　ハウジング
　２８　蓋板部
　３２　フランジ部
　３３　隙間
　３４　防振部材
　３７　防振部材
　３９　構成要素
　４０　空間
　４１　区画壁部
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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